
第１６号議案 

 

 

 

   中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和８年２月２７日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 管理職員特別勤務手当の支給対象時間及び額について、規定を整備

する必要がある。 

  



   中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例 

 

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年中野区条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、「職員に

は」の次に「、」を加え、同項ただし書中「勤務しなかった」を「勤

務をしなかった」に改め、同条第２項中「週休日等以外の日の午前零

時から」を「午後１０時から翌日の」に改め、「の間」の次に「（週

休日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務を

した」に改め、同条第３項中「に定める額」の次に「（前２項に規定

する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員

会規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて

得た額）」を加え、同項第１号中「（当該勤務に従事する時間等を考

慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める勤務にあって

は、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


